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1.はじめに 
今回リリースいたしました「介五郎（介護保険版）Ver11.6.0.0」では、今年度の改正で追加・変更が行わ

れた帳票のうち、下記帳票に対応しました。 

 

 

 

■ 令和 6 年 4 月度版 ふくせん福祉用具サービス計画書への対応 

 今年度の改正で様式変更されたふくせん福祉用具サービス計画書に対応しました。バージョンアップを行う

と計画書・モニタリングシートの様式が自動で新しい様式に変わります。 

 様式変更後も旧様式で作成したデータを参照し、新様式に複写することは可能です。 
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2. 福祉用具貸与の変更 
 

2-1. 令和 6 年度版ふくせん計画書への対応 
 今年度の改正において、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入とモニタリング実施時期の明確化

（下記改正内容参照）に伴い、「ふくせん版福祉用具サービス計画書」と「モニタリングシート」の様式が改訂

されました。今回のバージョンでこの令和 6 年度版の計画書・モニタリングシートに対応しました。 

 

【令和 6 年度 改正内容（抜粋）】 

１．一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 

○利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者

の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要介護度に関係

なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い、

固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖を対象とする。【告示改正】 

 

○福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応を

行う。 

ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（※）が、福祉用具貸与又は

特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含

め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意

見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。【省令改正、通知改正】 

（※介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正） 

イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後６月以内

に少なくとも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。【省令改正】 

ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販

売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、

販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等（メンテナ

ンス）を行うよう努めることとする。【省令改正】 

 

２．モニタリング実施時期の明確化 

旧 新 

福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及び

その置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。 

福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及び

その置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行

う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければ

ならない。 
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■ 印刷様式の変更点 

 計画書の様式変更は「利用計画」のみで「基本情報」「選定提案」は変更ありません。 

 

＜ふくせん福祉用具サービス計画書（利用計画）＞ 

（説明文は全国福祉用具専門相談員協会の HP より引用） 

 

選択制対象種目の販売品において目標達成状況の確認が

必須となったことから、利用目標と選定した福祉用具の

関係性が紐づくように修正。 

選定した福祉用具が貸与もしくは販売なのかが書面

で分かるように修正。 

また、ケアプランデータ連携システムに対応すべく、

TAIS・届出コードを記載する欄を追加。 

利用者の同意欄に福祉用具の貸与・販売選択制導入に

係る確認項目をチェックボックス式で追加。 

「モニタリング時期の明確化」を受け、 次回モ

ニタリング実施日の記載欄を追加。 
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＜モニタリングシート＞ 

（説明文は全国福祉用具専門相談員協会の HP より引用） 

 

 

【参考】全国福祉用具専門相談員協会「ふくせん版『福祉用具サービス計画書』『モニタリングシート』」 

https://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/index.html 

利用計画の修正と同様 

訪問以外の方法でモニタリングを実施する

こともあることから、名称を変更。 

「訪問」「電話」以外にも確認手段を

選択できるように「他（ ）」を追加。 

利用計画の修正と同様 

利用計画の修正と同様 

選択制対象の福祉用具を貸与した場合に、貸与継続

の必要性の検討について、抜け漏れなく実施してい

ただくように注釈を追加。 

https://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/index.html
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2-1-1. 令和 6 年度版の変更点 

 令和 6 年度版「福祉用具サービス計画書」「モニタリングシート」の入力方法・項目は平成 30 年度版から

大きく変わっていません。そのため変更されたポイントに絞ってご説明します。 

 

（１）バージョンアップ後の計画書様式 

 バージョンアップをするとシステム設定の福祉用具計画書様式が自動で令和 6 年 4 月度版に切り替わりま

す。そのまま計画書作成画面を開くと、令和 6 年度様式の計画書・モニタリングシートの作成画面が表示され

ます。 

  

＜システム設定＞ 

 

 

 

                    

 

 

  

バージョンアップ後、福祉用具計画書様式が自動で 

「1-ふくせん令和 6 年４月版」に変更されています 

新様式（令和 6 年４月度版）の計画書・ 

モニタリングシート入力画面が開きます 
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【旧データについて】 

過去に作成した計画書・モニタリングシートのデータは新様式の入力画面に表示されませんが削除された

わけではありません。下記の方法で参照できるようになっており、令和 6 年度版に複写することもできま

す。詳しくは次ページ以降でご説明します。 

 

①平成 30 年度版で作成されたデータ ▶ 旧データ参照（H30 年度版）をクリックして呼び出せます。 

②平成 26 年度版以前の様式で作成されたデータ ▶ システム設定を変更することで呼び出せます。 

 

（福祉用具サービス計画書） 

 

 

  

注意！ 

旧データ参照（H30 年度版） 

平成３０年度版で作成した計画書データを閲覧できます。 

（※平成 26 年度版以前のデータはシステム設定変更が必要） 

管理日欄の▼をクリックしても 

旧様式のデータは表示されません 
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（２）旧データの参照方法 

 旧様式で作成した計画書・モニタリングシートは令和 6 年度版の画面では呼び出せませんが旧データ参照

（H30 年度版）をクリックすると平成３０年度版の入力画面が開き、過去分を閲覧できるようになります。 

 平成３０年度版の計画書・モニタリングシートを参照しているときは、画面上部に「平成３０年度版」と表

示されます。 

 

 

（福祉用具サービス計画書） （モニタリングシート） 

  

  

  

 

  

旧データ参照をクリックすると平成３０年度版の

計画書・モニタリングシート入力画面が開きます 

旧データを開いている時は右上に

「平成３０年度版」と表示されます。 
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【平成 26 年度版以前のデータを見るにはシステム設定変更が必要です】 

 旧データ参照ボタンで呼び出せるのは平成 30 年度版の様式で作成されたデータのみです。それよりも古

い平成 26 年度版以前のデータを参照するにはシステム設定で福祉用具計画書様式を変更する必要があり

ます。 

 

＜福祉用具計画書様式の変更方法＞ 

 

① 画面上部の「データファイル(S)」－「基本設定

(V)」－「システム設定(V)」をクリックします。 

  

 

② 「計画書設定」タブをクリックして画面を切り替

え、「福祉用具計画書様式」欄を閲覧したい年度

の様式に変更します。 

 

変更したら F9 登録をクリックして登録してく

ださい。 

  

 

③ 計画書・モニタリングシートを開くと旧様式の

画面が表示されるようになります。 

 

  

注意！ 
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（３）旧データから令和 6 年度版への複写 

 旧様式で作成していた計画書・モニタリングシートは令和 6 年度版に複写することができます。ただし、令

和 6 年度版と内容が異なる・項目が足りない箇所については複写後に見直して修正する必要があります。 

 旧様式で作成したデータは複写時に「旧」マークが付き、見分けられるようになっています。 

 

（例）平成 30 年度版で作成した計画書を令和 6 年度版に複写する場合 

 

 

平成 30 年度版の様式で作成した計画書 

令和 6 年度版に複写する時

に「旧」と表示 

令和 6 年度版で追加された 

項目は複写後も空白のまま 

→複写後に見直しが必要 
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＜旧様式から令和 6 年度版に複写する手順＞ 
 （例）平成 30 年度版で作成した福祉用具サービス計画書を令和 6 年度版に複写する場合 

    ※モニタリングシートも手順は同様です 

 

① メインメニューより福祉用具サービス計画書を

開きます。 

  

 

② 令和 6 年度版を表示した状態で複写先の利用

者・管理日を選択します。 

  

 

③ F3 複写をクリックします。 

  

 

④ 複写画面が表示されます。このとき旧様式で作

成された計画書は区分欄に「旧」と表示されま

す。 
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⑤ 複写元にする日付をクリックし、複写開始をク

リックしてください。 

  

 

⑥ 旧様式の内容が複写されます。複写後は必ず見

直し、令和 6 年度版で追加された項目を入力し

てください。 

 

 ※見直しが必要な項目はこの後に説明します。 

  

 

⑦ 見直しがすべて終わったら F9 登録をクリック

して登録します。 
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■ 平成 30 年度版から令和 6 年度版に複写した後に見直しが必要な項目 

 下記の項目は令和 6 年度版で変更された項目です。したがって複写後に見直していただく必要があります。 

 

【福祉用具サービス計画書】 

 

 

 

 

＜計画書（利用計画）｜課題・目標＞ 

 

 

  

※変更があるのは「計画書（利用計画）」のみです 

基本情報と選定提案は変更ありません 

次回モニタリング 

→複写後に入力が必要 
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＜計画書（利用計画）｜選定福祉用具＞ 

 

 

 

 

 

 

  

型式／TAIS・届出コード 

→複写後に入力が必要 

生活全般の解決すべき課題・ニーズ 

（福祉用具が必要な理由）と対応する番号 

→複写後に目標/達成状況の該当番号を選択 
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【モニタリングシート】 

 

＜利用者情報＞ 

 

 

 

＜利用福祉用具＞ 

    

 

  

次回モニタリング日 

→複写後に入力が必要 

確認手段 

→「他」を追加。訪問・電話 

以外で確認した場合に入力 

福祉用具利用目標と対応する番号 

→複写後に目標/達成状況の該当番号を選択 



介五郎（介護保険版）Ver.11.6.0.0 差分マニュアル 

 

16 

 

（４）選定提案より取得ボタンの変更 

 令和 6 年度版の計画書では、選定した福祉用具とその用具の課題・目標を紐づける必要があります。 

この変更にあわせて介五郎でも選定提案の課題と選定福祉用具を連動して取得できるようにし、操作が簡単

になるように見直しました。「利用計画」メニューにおいて、選定提案より取得ボタンを「課題・目標」画面

に統一し、「選定福祉用具」画面からは削除しています。 

「課題・目標」画面の選定提案より取得を実行すると、「選定福祉用具」の内容も同時に取得されます。 

 

 

【旧様式（平成 30 年度版）】 

（利用計画｜課題・目標） 

 

（利用計画｜選定福祉用具） 

 

 

 

 

 

【新様式（令和 6 年度版）】 

（利用計画｜課題・目標） 

 

（利用計画｜選定福祉用具） 

 

 

  

どちらにも選定提案より取得がある 

→それぞれ別々に取得する必要がある 

「選定福祉用具」画面からボタンを削除 「課題・目標」画面にだけ選定提案より取得がある 

→実行すると課題と選定福祉用具を同時に取得する 
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（５）［利用計画］福祉用具貸与を販売に変更した場合 

 貸与と販売の選択制の導入により、固定用スロープ・歩行器（歩行車を除く）・単点杖（松葉づえを除く）・

多点杖については貸与か販売を選択できることを提案・説明するよう義務付けられました。このことより上記

福祉用具に関しては、選定提案では貸与で入力していた用具が利用計画で販売に変わるケースが発生します。 

介五郎では販売になった場合「利用計画」にて福祉用具販売を入力します。該当の福祉用具を選定提案から

利用計画に取得して入力する場合、取得後にサービス種類を販売に切り替え、サービス種目・金額を入力する

ことで販売に変更できます。 

 

＜選定提案｜貸与を提案する福祉用具＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用計画｜選定福祉用具＞ 

  

固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖 

のいずれかの貸与を提案 

貸与か販売を選択した結果、販売に決定 

②サービス種目欄が空白になるので入力 

③単位数にかわって金額を入力 

①サービス種類を特定福祉用具販売に切替 

選定提案から取込後に修正する箇所 
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2-1-2. 画面説明 

 入力画面の変更点について、変更箇所のみご説明します。 

 

① 福祉用具サービス計画書（令和 6 年 4 月改訂版）＞ 

 

 

設定・表示項目 

説明 

計画書（基本情報） 
今回の改訂で変更された項目はありません。 

計画書（選定提案） 

計画書（利用計画） 次回モニタリング日や選定福祉用具の入力項目の一部が変更されています。 

 

（計画書（利用計画）｜課題・目標） 

 

設定・表示項目 

説明 

次回モニタリング 次にモニタリングを行う年月日を入力します。 
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（計画書（利用計画）｜選定福祉用具） 

 

 

 

 

 

設定・表示項目 

説明 

生活全般の解決すべき課題・ニーズ 

（福祉用具が必要な理由）と対応する番号 

課題・目標タブで入力した内容のうち、該当の福祉用具貸与に対

応する番号を選択します。 

型式 福祉用具の型式を入力します。 

TAIS・届出コード TAIS コードまたは届出コードを入力します。 
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② モニタリングシート 

 

＜利用者情報＞ 

 

設定・表示項目 

説明 

確認手段 
電話・訪問の他に「他」が追加されました。「他」を選択した場合は白枠に使用した確認

手段を入力してください。 

 

 

＜利用福祉用具＞ 

  

 

設定・表示項目 

説明 

福祉用具利用目標と対応する番号 
目標/達成状況タブで入力した内容のうち、該当の福祉用具貸与に対応す

る番号を選択します。 
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